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新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止・延期する場合は、速やかに市ホームページ等でお知らせします。

公 募 提 案 型 補 助 金 の
　 　 自 主 事 業 を 募 集
■���対象　社会教育関係登録団体で、次のすべて
を満たす事業※他にも要件あり

▶団体の専門性、得意分野を生かしたもの

▶広く一般市民や児童生徒を対象

▶�市内在住・在勤・在学の30人以上を対象と

し、会員が参加すること

▶市内の公共的施設で実施

▶４月１日～９月30日に実施

▶補助対象経費が３万円以上

■����補助金額　謝金・旅費・消耗品費・印刷製本費・
通信運搬費・保険料・使用料等の３分の２（上

限５万円）

■���申し込み　３月27日～４月20日〈必着〉で必
要書類を郵送または持参で下記へ

※�上記期間内に事業を実施する場合は、事業実

施日の前日まで

※�令和５年度予算の議決により、内容変更の可

能性があります

■�問い合わせ　生涯学習課☎38 - 2 0 9 1穐
38-2072/悪shakai .kyoiku@city.ashiya .

lg.jp(〒659-8501�住所不要)

子ども・子育て会議の
市民 委員を 募 集
芦屋市では、子ども・子育て支援に関する施策の推

ひとり一 役 ワーカー
登 録 説 明 会

高齢者施設や居宅等で行うボランティア（ひと

り一役活動）の説明会

■日時＆会場
▶３月23日（木）午後１時30分～３時
　　リードあしや

　▶３月24日（金）午前10時30分～正午
保健福祉センター

■�対象　18歳以上の人
■�持ち物　【当日登録希望の場合】ボランティア
共済掛金500円・本人確認できるもの

■�問い合わせ　社会福祉協議会☎32-7530

進および進行管理について、市民の皆さんの意見

を反映するため、「市民委員」を募集します。

■募集人数　２人以内
■���任期　５月１日～令和７年４月30日（平日の
昼間・１回２時間程度、年２～５回程度）

■�応募資格　市内在住・５月１日の年齢が満18歳
以上※５月１日時点で、３つ以上の附属機関等

の委員に選任されている人は応募できません

■報酬�　既定の委員報酬
■�申し込み�３月15日（水）〈必着〉までに住所・
氏名・生年月日・電話番号を記入し、「芦屋市

の子ども・子育て会議委員として、どのよう

な役割を果たしたいか」をテーマにした作文

（様式自由・800字程度）を、子育て政策課窓

口へ持参（平日・執務時間内）または郵送・公

募委員用応募フォーム（ホームページ参照）

のいずれかで提出

※応募原稿は返却しません

■選考方法　選考委員会で決定し通知
■�問い合わせ　子育て政策課☎38-2045/穐
38-2190/悪info@city.ashiya.lg.jp（〒659-

8501�住所不要）

ます）

■問い合わせ　都市計画課☎38-2109

芦屋市立幼稚園の親子
ひろば「さんさんひろば」

■日時　４月11日・13日～（毎週１回開催）
■場所　市立幼稚園
■内容　先生と一緒に園庭での遊びや絵本、制
作などを楽しむ（参加費無料）

【火曜日：午前10時30分～ 11時40分】

　　小槌幼稚園・西山幼稚園

　【木曜日：午前10時30分～ 11時40分】

　　宮川幼稚園・岩園幼稚園・潮見幼稚園

■対象　３歳の誕生日がきた子どもと保護者
■問い合わせ　学校教育課☎38-2087

「 まちづくり懇談 会」で の主な質問・回答

令和4年11月10日に「まちづくり懇談会」（芦屋市自

治会連合会主催）が開催されました。

懇談会には、39人の参加があり、自治会連合会

が事前に設定したテーマに沿って市と懇談をし

ました。懇談内容は、自治会連合会のホームペー

ジで閲覧できます。

令和４年度 まちづくり懇談会〈概 要報告〉

【当日意見交換した議題】
▶市指定ごみ袋について
▶ごみ収集・環境処理センターについて
▶福祉について

現状では明らかに燃やすごみではな
いものを捨てているケースがある。指
定ごみ袋の導入により、住民意識を変
えていくことが大切と考える。広報も
ホームページだけでなく、あらゆる手
段を駆使して周知してほしい。

芦屋市は、一人当たりのごみの量が兵庫
県内の自治体平均より多く、埋め立て処
分量も多い状況です。
指定ごみ袋の導入により、分別が進みリ
サイクルが増えてごみの量が減れば、焼
却時に排出されるCO2と埋め立て処分量
が減り、建替予定の環境処理センターの
施設規模も小さくできます。10月１日
から本格実施となり、指定ごみ袋は販売
店で購入していただく形となります。
今後も地域での説明会や出前講座に加
え、改めて分別区分を示す新しいごみハ
ンドブックを全戸配布し、指定ごみ袋の
ことをお知らせします。広報あしや、ホー
ムページだけでなく、学校や公共施設の
ほか、子ども向け、各自治会、管理組合、地
域で活動される団体、さらに企業、事業所
の皆さんにも力をお借りして、周知・啓発
に努めます。

民生委員の方には、高齢者や福祉対
象者に対してのサポートをよくやって
いただいている。民生委員には原則と
して75歳の年齢制限があるが、定年
延長により、働いている方が多く60歳
以上の方では、なかなか対象者がいな
い。一方、75歳であっても、まだまだ
元気な方もおられる。年齢制限という
原則論ではなく、少しでも継続しても
らうことを検討できないか。

民生委員１人につき、福祉推進委員とい
う協力員が２人ついて活動しています。
福祉推進委員の定年は原則78歳で、民生
委員を定年で退任後、福祉推進委員とし
て新任の民生委員を支える形で活動を続
けている方もおられます。
県の方針では、75歳定年が原則となっ
ておりますが、これまでの活動実績など
をもとに75歳以上でも民生委員を続け
ていただくことはできます。
健康状態やさまざまな条件を整理しなが
ら検討していきたいと考えています。

質問・要望質問・要望

回 答

回 答

問い合わせ　芦屋市自治会連合会事務局（市
民参画・協働推進室内）☎38-2007/穐38-2004

自治会連合会
ホームページ


